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北千葉導水路放流口
通常時（維持用水）１ｍ３／ｓ送水

北千葉導水路放流口
都市用水送水時 １４ｍ３／ｓ送水（H30実施）

令和２年９月３日（木）、４日（金）の２日間、北千葉導水路の試験送水を
実施しました。 ４日（金）１５時には、最大２５ｍ３／ｓ送水を行い、施設の
健全性等が確認されました。今後も引き続き都市用水の安定化に努めてまいり
ます。関係者の皆様にはご協力いただき、ありがとうございました。

北千葉導水路放流口
試験送水 ２５ｍ３／ｓ送水（R2.9実施）

坂川放水路４ｋ付近
試験送水 １５ｍ３／ｓ送水（R2.7実施）

北千葉導水路放流口
試験送水 １５ｍ３／ｓ送水（R2.7実施）

坂川放水路４ｋ付近
試験送水 ２５ｍ３／ｓ送水（R2.9実施）
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出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページに（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）掲載しています。

あとがき

左記の写真は、つくばエクスプレス橋梁付近にて
咲いていた彼岸花の状況写真です。
９月に堤防除草し、堤防のあちらこちらで咲き出

したので、堤防を散歩してはいかがでしょうか。

主水だより編集責任者:管理第二係 中西」

令和２年 ９月２９日 第８３号

江戸川左岸22.5ｋｍ～21.5ｋｍ、19kの
堤防のり面に、特定外来生物のアレチウ
リが確認されたため、駆除作業を行いま
した。昨年度までは確認できていなった
ため、出水により上流から流されていた
と想定されます。

「特定外来生物」は、法律で飼養、栽
培等が禁止されており、適切に処理致し
ました。

ガス導管橋
三郷市

流山市

９／２８、２９に違法な係留船や桟橋
の調査及び撤去警告を行いました。
これらが河川内にあると、洪水時に流
されて河川管理施設や橋梁等に被害を及
ぼしたり、油漏れ等の水質事故を発生さ
せる恐れがあります。今後も不法係留船
が無くなるよう対応していきます。

不法係留船調査・撤去警告

堤防で除草した刈草（松戸市内）は河川敷内
で焼却を行います。
焼却にあたっては松戸市消防局馬橋消防署の指
導の下、風向き・残り火等に十分注意し、出来
る限り煙が出ないよう工夫して行いますので、
ご理解とご協力を御願いいたします。


